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2015 年 6月 11 日に総務省から口頭による行政指導を受けた、佐世保郵便局「あまぎり」船内分室

（海上自衛隊護衛艦「あまぎり」に設置。分室長は自衛官に委嘱。）における通信日付印の紛失事案

に関し、本日、総務省に対し、下記の 2点について報告しましたので、お知らせします。 

 

（事案の概要） 

佐世保郵便局「あまぎり」船内分室において、分室長が日付印を紛失し、他の護衛艦に設置

していた分室の日付印を使用したもの。 

  

記 

 

■行政指導への対応 

   1  委嘱の際、分室長に手交する郵便取扱要領に通信日付印の取扱方法等を本年 7月上旬までに 

追加すること 

2 防衛省に対して適正な措置を講じるよう本年 6月 22 日付で申入れを行ったこと 

 

 

以 上 

 

通信日付印紛失事案への対応 


